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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和４年１２月１３日（火） 

午前９時５７分  開 会 

午後０時０７分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  久保田 隆 二   副委員長  西 村 盛 男 

委  員  舩 見 昌 功   委  員  田 嶋 孝 安 

委  員  奥 本 菜保巳   委  員  瀬 崎 雅 弘 

委  員  春 日 洋 子   委  員  森   三 郎 

副 議 長  加 澤   明 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．傍聴議員   なし 

 

６．説 明 員  副市長 ほか 

 

７．事務局職員   事務局長  長 根 正 登   議事総務係長  白 銀 壮太郎 

         主  査  中 嶋 泰 史 

 

８．案  件   議案第５４号から議案第６１号までの計８件 

 

９．会議概要 

久保田委員長：定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る１２月９日の本会議において、議案第５４号から議案第６１号まで

の計８件が付託されています。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第５４号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 
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 財務部長。 

高橋財務部長：おはようございます。 

 議案第５４号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第７号）の概要について御説明申し

上げます。 

 今回の補正予算は、接種期間の延長などに伴う新型コロナウイルスワクチン接種事業費

の増額のほか、電気料金などの高騰に伴う各種助成及び公共施設の光熱水費の増額など、

緊要な一般行政経費の補正であります。 

 この結果、補正総額は、歳入歳出ともに１億７,７５１万６,０００円の増額補正で、既

定額との累計では２７９億２,８６３万２,０００円とするものであります。 

 それでは、予算書の２ページ及び３ページの第１表歳入歳出予算補正に基づき、歳入の

主なるものについて御説明いたします。 

 １５款の国庫支出金につきましては、駐留軍等再編対策事業基金費補助金の増額など、

総額で１億１,１５７万円を増額しております。 

 １６款の県支出金につきましては、施設型給付費負担金の増額など、総額で１,４０４

万６,０００円を増額しております。 

 １９款の繰入金につきましては、財政調整基金繰入金の減額など、総額で２,２７４万

１,０００円を減額しております。 

 ２０款の繰越金につきましては、前年度繰越金として５,２０８万３,０００円を増額し

ております。 

 ２２款の市債につきましては、（仮称）し尿処理施設整備事業債の増額など、総額で

２,１５０万円を増額しております。 

 次に、３ページの歳出の主なるものについて御説明いたします。 

 ２款の総務費につきましては、駐留軍等再編対策事業基金費の増額など、総額で６,３

７３万５,０００円を増額しております。 

 ３款の民生費につきましては、児童福祉費の増額など、総額で４６４万５,０００円を

増額しております。 

 ４款の衛生費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額など、総

額で９,０８９万７,０００円を増額しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、農業振興費の増額など、総額で２,９９１万２,０

００円を増額しております。 

 ８款の土木費につきましては、下水道事業繰出金の減額など、総額で２,９７４万７,０

００円を減額しております。 

 １０款の教育費につきましては、学校給食センター運営費の増額など、総額で３,０２

５万７,０００円を増額しております。 

 以上が、令和４年度三沢市一般会計補正予算（第７号）の概要であります。よろしくお

願い申し上げます。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

 舩見委員。 

舩見委員：おはようございます。 
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 私から３点ほど質問させていただきます。 

 まず初めに、補正予算書の４ページをお願いいたします。 

 ４ページ、第２表債務負担行為補正の中の道路維持修繕料、道路維持補修工事費、道路

新設改良工事費、ここに括弧でゼロ市債とありますが、このゼロ市債というのを設定した

目的と、この３件の内容をお知らせください。 

久保田委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回の債務負担行為としてゼロ市債、道路維持修繕料、道路維持補修工事費、道路新設

改良工事費を設定いたしましたのは、働き方改革が推進される中で、昨年度公共交通に関

します法律等におきまして、工事の施工時期の平準化が発注者の責務として明記されてお

ります。それにもまして、工事の施工時期の平準化の取組が地方公共団体の努力義務とさ

れたことでございましたので、令和２年度から令和５年度までの債務負担行為をゼロ市債

として設定いたしまして、本年度中に工事を発注いたしまして、支払いに関しましては来

年度に支払うという形への設定をいたしました。内容につきましては、今まで年度当初に

発注しておりました道路の維持補修とか新設改良の工事を今年度中に発注したいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 年度当初、閑散期といいますか、４月から６月期において工事の施工が行われる、そし

て、その施工時期の平準化を図ることで理解しました。 

 あとこの３本あります１,５００万円、３,０００万円、２,０００万円とそれぞれあり

ますが、この３件、３本のそれぞれ何件の契約か、もし決まっていたらお教えいただきた

いと思います。 

久保田委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの、何件の契約かということでお答えいたします。 

 今現在は、一応計画としましては、４件程度と考えております。 

 毎年、道路維持補修に関しましては、７００万から８００万円の工事を年度当初に発注

していたということで、ここ２件とあと１件、２件という形で今のところは計画してござ

います。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 道路維持補修、修繕が２件とあと１件、２件ということで理解しました。 

 ここ関連として６,５００万円という中で、このゼロ市債というのは三沢市にとって、

多分初めての事業というか債務負担行為になると思うのですが、今後、今の補正では６,

５００万円ですが、やはり道路の維持とか修繕とかというのはお金、予算がかかるものだ

と思います。この金額について、今後、ゼロ市債を続けていくであろうと仮定した場合、

この金額のアップといいますか、ボリュームを増やすということも考えられるのかどう
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か、お示しください。 

久保田委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今後の金額アップ等に関しましては財政当局とも相談しなければなりませんが、今回は

平年の大体半分くらい、半分くらいというか、精算にちょっと控除を出していた金額程度

として計上させていただきました。これを何年かやっていくうちに、少しずつアップとい

う形も考えられるかと思います。あとは財政当局とも相談しながら、進めていかなければ

ならないなと考えてございました。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 いろいろと相談しながらということですが、やはり工期が１２か月未満の工事でも、こ

の債務負担行為、ゼロ市債設定することによって、事業者、業者の方々が前年度に入札ま

で済ませて、当初４月からは積算したものをもう１回見直しして、すぐ工事に取りかかれ

る、そして平準化を図る、そういう意味でも大変意義があることだと思いますので、そう

いう平準化につなげていってほしいと思いますし、今回土木の工事だけですけれども、今

後建築などそういう分野のところにもぜひ範囲を広くしてほしいと思います。これは要望

でございます。 

 次にいきます。予算書の３３ページ、中段から下の広報広聴事務に要する経費の１番、

文書広報費について内容をお示しいただきたいです。 

久保田委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 このＬＩＮＥ市政情報発信システム、そちらの金額が入札により確定したことで減額に

なったものでございます。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 入札による減額ということで、ここにＬＩＮＥ市政情報発信システムとございますが、

今年度１０月１日から三沢市の公式ＬＩＮＥが開設されました。私も登録しましたが、そ

の中でもやはり子育てや新型コロナ関連、あと防災情報なんか配信していますが、現在何

人の登録者がいて、目標値といいますか、登録される方の目標というのがありましたら、

お知らせください。 

久保田委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 配信当初の目標としましては、大体３年ぐらいで５,０００人くらいを目標としてござ

います。現在登録していらっしゃる方は９１９人となっております。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：現在９１９人で目標は５,０００人ということで、あと４,０００人ぐらいです
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ね。今の三沢市の人口３万８,０００人、世帯２万弱、１万９,０００、８,０００という

ところで目標５,０００人ということで、この公式ＬＩＮＥですけれども、道路の不具合

を写真を撮ってお知らせしたりする機能もあると思うのですが、今まで２か月たった中

で、そういう不具合のお知らせとか市民の皆さんからの情報というのはあったのか、な

かったのか。また、あったら何件くらいあったのかお知らせください。 

久保田委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 １０月から配信しまして、現在のところ２件の情報がございました。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 今回２件あったということで、恐らく道路の穴が空いていたという情報だったと思いま

すが、例えば、私が登録して、ここの道路に穴が空いていますというふうに写真の画像を

撮って送った場合、私は本名で登録していますけれども、本名ではない方もいます。その

送信した方の名前というのは担当者のほうで、恐らく広報広聴課を通じて建設とか土木の

ほうに行くと思うのですが、その辺のシステム上はどういうふうになっているのかお知ら

せください。 

久保田委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの情報の名前というか、そちらのほうの関係です

が、送っていただきますと土木課のほうの携帯、スマホに飛びまして、それを職員も見ら

れるようになっております。ただ、名前に関しては表示されないような形になってござい

ます。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 名前は通知されないということで、表示されないということで理解しましたし、これ市

民の皆さんで知っている方がいるけれども、知らない方もその名前が表示されない、個人

情報が出ないということをもっと知らせれば、もっともっと情報が市民の皆様から来ると

思います。そうなれば、職員の皆様が道路をパトロールしている中で、やはり気づかない

部分も細かい部分もたくさんあると思います。そういう情報を市民の方からいただいて、

全部全部対応はできないと思いますが、なるべく市民の皆様のために、それから安全のた

めに対応していただきたいと思いますが、これから、明日からも大変寒くなる冬期間とい

うことで、雪が降る予報であると思いますが、今後の除雪に関して、除排雪に関しての通

報もあると思いますが、その辺の対応について担当課でどのようにお考えか、お知らせく

ださい。 

久保田委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 除排雪に関しましてもＬＩＮＥで送っていただきますと、その日の担当者がスマホを

持っておりまして、そこに飛んできます。それらを基に現場なりを確認しまして、対応し
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たいと考えております。 

 以上でございます。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 １０月から始めた公式ＬＩＮＥですけれども、大変世代を問わずＬＩＮＥを使用してい

る方々は多いと思いますので、電話での対応もあると思いますが、より多くの登録者を、

登録されることを今後広報広聴課を含め、皆さんで登録者の数、目標値に近い登録になる

ように取り組んでいってほしいなと思います。よろしくお願いします。 

 あと、私も写真を撮って送ろうと思います。よろしくお願いいたします。 

 次、最後になりますが、５３ページ、中ほどの児童福祉法等関係法令に基づくの２番の

児童福祉費３件ございますが、これについて内容をお示しください。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず最初に、保育所等整備事業費補助金１,０２３万６,０００円ですが、主な理由は、

保育所施設等の修繕に係るものです。その修繕について、国は２分の１、市が４分の１、

事業者が４分の１の負担になります。施設型給付費の２,３９１万９,０００円についてで

すが、これは今年の３月の議会で補正で計上しました保育士、幼稚園教諭等の処遇改善事

業費の内容になります。その際、予算額に補正で計上した内容が令和３年度の２月と３月

分、令和４年度の４月から９月分の半年分の計上になりました。今回計上したのは、この

続きの１０月から令和５年３月分の処遇改善になります。 

 次に、地域型保育事業給付費３９万３,０００円についてですが、こちらは同じ保育所

でも地域型保育所という別な事業所がありまして、そちらの事業所の処遇改善の金額にな

ります。 

 以上です。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 施設型給付費は１０月から来年３月までの半年間ということで理解しました。 

 また、地域型保育事業についても理解しましたが、施設型給付費というのは、幼稚園や

保育園や認定こども園についてであって、地域型保育というのは小規模保育園などだと思

いますが、この地域型保育というのを小規模保育園ですけれども、三沢市に何軒ぐらいあ

るのか教えてください。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：御質問にお答えいたします。 

 三沢市では今１軒建ちまして、場所がひばり苑の事業所内保育所になります。 

 以上です。 

久保田委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 １か所ということで理解しました。 

 幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育園、この質問に限らず、今後国の制度の給
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付金はあると思いますので、手厚く、なるべくスピード感を持って対応していただきたい

と思います。 

 また、保育所等整備事業費に関してですけれども、修繕という答弁でしたが、何の修

繕、例えば幼稚園の壁とか、防音とか、そういう部分、何を修繕したかお知らせくださ

い。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：お答えいたします。 

 今回は２か所の児童施設のほうから申請がありまして、一つの事業所はトイレ全体の改

修工事、タイル、壁、床、便器です。あとは壁紙、保育所で保育施設全体の壁紙の張替工

事となっております。もう１か所の保育所については、空調設備全体改修工事、内容とし

てはエアコン交換と電気配線、点検口の設置などとなっております。 

 以上です。 

久保田委員長：ほかにございませんか。 

 田嶋委員。 

田嶋委員：おはようございます。 

 何点かお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、概要書１ページの一番下の水産振興費でありますが、そこの漁船燃料費高

騰支援助成金につきまして、内容を教えていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：漁船燃料費高騰支援助成費について御説明いたします。 

 漁船の燃料費高騰によりまして漁業経営が逼迫する中、漁業者の経営の安定を図るた

め、三沢漁港に船を置く４６漁業者、５４隻に対し、燃料費の高騰分の５０％を漁協を通

じて助成することで漁業経営の安定を図ったものでございます。 

久保田委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました、ありがとうございます。 

 いろいろな事業者が本当に燃料の高騰で大変苦しんでいると思いますので、こういった

形でも対応していただけるというのは、ありがたいなというように感じます。そんなお話

をちょっと伺いながらも、別の内容の、この上の農業協同組合管理施設電気料金高騰支援

助成金についても概要についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：それでは、農業協同組合管理施設電気料金高騰支援助成金について

御説明いたします。 

 この助成金は電気料金の高騰に加えまして、おいらせ農協の倉庫や冷蔵庫などの施設の

管理料、電気料の単価が農家の利用料の負担を軽減するため、昨年度の電気料金と今年度

の電気料金の差額の約５０％を農協に助成することで、農家の負担軽減を図るものであり

ます。 

 以上です。 

久保田委員長：田嶋委員。 
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田嶋委員：ありがとうございます。 

 こちらについても先ほどと同じように、燃料費高騰ということで、非常に大変な思いを

されている方がいらっしゃると思います。そんな中ではありますけれども、今お話を伺う

と、農協のものということでお話がありましたが、先ほどの漁船の場合は漁協に所属して

いるといいますか、船のほうにも予算がいくような、流れるようですが、農協の場合、例

えば個人で冷蔵庫、内容が大きめの冷蔵庫を持っている方なんかもいますが、こういった

方々に対してもその助成金がいくような内容になっているのかお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 農協だけではなくて、要は個人で大きな冷蔵庫を保有している方も結構いらっしゃると

いうことも伺っているものですから、あくまでも農協を通じてそういった方々にも助成が

されるのかどうかについて伺いたいと思います。お願いします。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：大きな冷蔵庫を個人でお持ちの方への助成がないかという御質問か

と思うのですが、こちらの電気料金高騰支援助成金については、おいらせ農協を利用され

る利用者、農家の約九十何％が農協の組合員だというふうに我々は認識しているのです

が、こちらの方々への農協の管理料によりますと電気料金のほかにいろいろかかっている

と思いますが、人件費とか、そのうちの電気料金について幾らかでも助成したいというこ

とで組ませていただきましたが、個人の農家についてはこの助成金では支援できないとい

うことになります。 

 以上です。 

久保田委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 また、あくまでも同じ市内でやっていながらも、助成を受けられる方と実際、組合員の

方九十何％というお話でありますから、まずはその農協に対しての支援というのを充分に

必要なことだというふうに感じておりますが、ただ、やはり市内を牽引している農家の

方々で個人の方にしても大変な内容になっている可能性がありますので、今後につきまし

てそういった方々の声も聞くようにしていただければなという要望です。まずはよろしく

お願いいたします。 

 それと最後１点なのですが、予算書の６５ページなのですが、農地有効利用支援事業費

ということで、ここも概要につきましてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

久保田委員長：農業委員会事務局長。 

小島農業委員会事務局長：ただいまの農地有効利用支援事業費についてお答えいたしま

す。 

 モバイルデバイス管理システム利用料に伴いまして、タブレット端末を利用しまして、

今後もう一度調査をやりますけれども、その利用料とタブレットを購入する一般費用の予

算です。 

 以上です。 

久保田委員長：田嶋委員。 
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田嶋委員：ありがとうございます。 

 どういった利用内容になってくるのか、タブレットはタブレットで、ある、ないで内容

的には違うものだとは思いますが、どういったものを、どういった形でそのタブレットに

してもお使いになられるのか、教えていただけますでしょうか。 

久保田委員長：農業委員会事務局長。 

小島農業委員会事務局長：お答えいたします。 

 農地パトロールというのは木々を切ったり、あるいは耕作放棄地というのもありまし

て、そのほかに違反転用とか目的外に、農地以外に使用していることが若干ありますけれ

ども、そのようなところを一筆ずつ確認しながら、タブレットを利用して活動していくと

ころです。 

久保田委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 今、もう農業に関してもやはり人手不足と言いながら、外国人研修生をお使いになって

いる方々もいらっしゃって、今の御時世、そういった方々もなかなか日本に来るような状

況がなくなってきているのかなというようなことだと考える中でいきますと、これからも

うスマート農業という言葉なんかもそうですし、自動運転の農機具を使ってというような

ことなんかが、もうこれから必要になってくるというようなことなんかも感じておりまし

たので、そういった流れのものに役立つものなのかどうかということでちょっと期待して

いたのですが、内容的にはあくまでもそういった農地の状況だとかを確認していくという

ことでの利用ということでよろしいでしょうか。 

久保田委員長：農業委員会事務局長。 

小島農業委員会事務局長：お答えいたします。 

 ふだんの農業地、今おっしゃったような調査等になります。 

久保田委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 ただ、先ほどちょっとお話をさせていただいたように、今後の農業について考える分に

は、やはりスマート農業などを進めていかなければいけないと思いますので、こういった

モバイルシステムなどを使いながらということではありますが、そういった方法にもぜひ

目を向けて進めていただければというふうに思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

久保田委員長：ほかに質疑はございませんか。 

 奥本委員 

奥本委員：それでは質問させていただきたいと思います。 

 まず、令和４年度の一般会計補正、これ今回、新型コロナウイルスワクチン、コロナ対

策、そしてまた燃料費の高騰、こういった部分で、緊要なというふうにあるのですけれど

も、こういうふうな、今、本当に物価が高騰して、もう農家の方々から一般市民の生活か

ら、本当に今、大変な状況になっていて、一番の解決策は物価の高騰に合わせての賃金の

引上げ、これが一番対策になるのですけれども、まだ全然そういうふうになっていない中

で、やはりこの補正の中に支援策があまりにも少ないなというふうな思いを持ってみたと
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きに、国の政策にそのまま渡すだけというような内容ではないかなと思うのですけれど

も、まず駐留軍のこの概要の部分なのですけれども、この駐留軍等再編対策事業基金費と

ありますが、いわゆる緊要な一般行政費になるのでしょうか。まず内容について教えてい

ただきたいと思います。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：駐留軍等再編対策事業基金等補助金について御説明いた

します。 

 こちらはコミュニティバスの運営費に回している事業でございまして、必要な都度、基

金分という再編交付金を積み立てるという事業になっております。今回は再編交付金の事

業費と他様々な事業をやっておりますけれども、その事業の進行状況を見まして、財政課

と相談しまして、今回コミュニティバスのほうに７,０００万円というふうに予算を計上

しております。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：その基金ということなのですが、この補正でこれ、ちょっと今基金を積み立て

なければならない事情というのはあるのですか。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの基金の内容について御説明いたします。 

 コミュニティバスは建設事業と違って、継続的に行う事業でございますので、直近の状

況、進行状況を見て基金のほうに積み立てるというふうにしております。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：大変コミュニティバスの運行は必要なものだと思っておりますけれども、これ

今、国交省のほうでも様々な地域公共交通活性化・再生総合事業補助金とか、コミュニ

ティバス、乗合タクシーの状況とか路線バスの活性化とか、いろいろ省庁のほうでも様々

な補助金というのは出ると思うのです。そういったものを活用していくと、今この暮らし

が大変な、農家の人たちが大変な飼料、肥料の高騰だとかという中で、優先順位がちょっ

と違うのではないかなということを感じているのですけれども、これコミュニティバスの

今実態というか状況というか、運転士が今、バスの運転手、タクシーの運転手が手薄とい

う話も伺っているのですけれども、その中での今の運用状態を絡めて、これは本当に何千

万円の基金、必要なのかなというふうに思うのですが、どうですか。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この今７,０００万円必要かどうかというところはなかなかお答えしづらいところでは

ありますけれども、基金を積み立てて毎年５,０００万円から６,０００万円ぐらいの事業

に当たっております。基金ですので積み立てて、そこから、例えば今年、来年、再来年と

いうふうに長期的に支出していくために積み立てているような状態ですので、その再編交

付金の執行状況を見て、残額といいますか、そちらを、基金を積み立てて、数年をそう

やって支出していくという考え方でありますので、慌てて積み立てるというよりも、中長
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期的に考えて積み立てていく状況になります。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：これ補正なので、緊要だというふうなことが強調されるものですよね。それで

様々な先ほど言いましたけれども、いろいろな国とかいろいろな補助があるわけですね、

いろいろと、たくさん。その中で中長期的なというふうな視点でというふうにおっしゃっ

たのですけれども、これはそういうのって再編交付金、これをあてがうわけですが、これ

は他の自治体ではこういう剰余金使って子供の医療費だとか給食費だとか、そういったと

ころに優先的に配当している基地を抱える自治体があるのですけれども、なぜか三沢市の

場合は中長期的な部分をコミュニティバスのものに、これだけコロナで物価高騰で苦しむ

中で、どうしてこれを、基金ですから、プレミアムで使えないわけですよね。だから、ど

うしてこれが出てきたのかなというようなこと、不思議でならないのです。財政のほう。 

久保田委員長：財政課長。 

栗原財政課長：御質問にお答えします。 

 この基金事業というのは、計画を組んで、大体１０月間くらいで国のほうに申請を出し

ておりまして、毎年使った分足りなくなれば積み立ててというのを繰り返してやる事業と

なっていまして、今回積み立てるのは、今後の必要な額を積み立てるという感じになって

いて、ほかが財務が確定したので今回の査定という感じになります。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：事情は分かりました。 

 ちょっと優先順位が違うのではないかなというふうに感じておりますので、どうしても

緊要な、一般行政の経費としての部分での、ちょっと違うのではないかなというふうに

思っているのですけれども、この再編交付金の使い道として十分に、これから精査してい

かなければならないというふうに思います。今回コミュニティバスの運行にしても、市の

負担金これをの６,０００万円とか７,０００万とかあるのに、その財源が必要だと思いま

す。私、今の時期どうしても今やらなければならないことなのかという緊急性ということ

もあまり感じとれないのです。そういう中でしっかりとここを精査して解決していただき

たいというふうに、要望を申し上げて次の質問に移ります。 

 次に、こちらの５３ページ、家庭児童相談事業費、気になっているのですけれども、今

どういう状況になっているのか実態をお聞かせいただければと思います。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回の減額になった要因は、今年の４月から相談員を募集しておりましたが、半年応募

がなくて、今回、半年分を減額した内容になっております。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：その相談員、募集してもいなかったという、今はどういう運用をしているので

しょうか。人員がいないということですよね。 
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久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えします。 

 当初３人体制で組んでおりました。家庭相談員３人と職員のほうとで対応しておりまし

たが、一人半年間来ていませんでしたので、それをその職員もその作業がそう大変ではな

くて対応しておりました。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：今こういうことが、児童に対しての心ない虐待だとか、様々な社会問題が取り

上げられてニュース等でも新聞等でも皆様も感じていらっしゃると思うのですけれども、

三沢市もそういう事例とか様々な問題で今、ぎりぎりになっていますよね。コロナの中で

家庭の中で様々なストレスとかそういうことを抱えてきている中で、幼児・児童の虐待と

か増えているということもあり、やはり子供さんに対する家庭の相談というのは本当に真

剣に取り組まなければならないなというふうに感じています。そこでの相談員の配置、人

員の確保、これは絶対に必要と思うのですけれども、その対応はどのようにされますか。

人員確保。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えします。 

 相談、件数あります。従前から行っておりますので、その状況を踏まえながら職員と家

庭相談員を計画して配置している状況です。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：相談数に合っているのか、その人員が。あとやはり相談もなかなかできにくい

環境であれば、実際にはたくさんそういう相談をしたい人がいてもそこにたどりつけな

い、そういうふうなことが起こらないような、全ての人が本当に小さなことでも気軽に相

談できるという、そういう体制をつくらなければならないと思うのです。ですから、その

対応策をしっかりととっていただきたいと思うのですけれども、今どのぐらいの人数が相

談に来ているのでしょうか。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えします。 

 すみません、ちょっと資料を準備しますので。 

 相談の件数ですが、令和２年度１２１件、令和３年度１３０件、令和４年度の１１月末

現在ですが８２件となっております。相談内容については、職員、家庭相談員とで対応し

ているので、こぼれているとか対応がされていないとかという形はないと思います。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。ここしっかりと、本当に相談員、人員確保も含めて、

その相談員になる方が不在といいますか、そういった部分も含めてしっかりと取り組んで

いただきたいというふうに要望を言って質問を終わります。 

久保田委員長：ほかに質疑はございませんか。 
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 春日委員。 

春日委員：初めに５３ページ、お聞きしたいと思います。 

 先ほど舩見委員から、そちらの児童措置費に関する事業内容については承知いたしまし

た。 

 そこで、昨今報道にあります、これまでも通園バスの置き去り、子供を取り巻く環境は

非常に厳しい。また、ベランダ等々、高い場所からの転落事故、また最近ではまさかの保

育士の虐待など、全国の中で子供を取り巻く非常に絶句するような状況が報道されている

ところであります。 

 三沢市も子育て支援を手厚く進めてきておりますけれども、いざ、まさかとは思ってお

りますけれども、この子供たちが通う幼稚園、保育園等々、これまでどんな小さな事例で

も、またそういう声であっても、決して見過ごしてはならない、いかにキャッチして子供

たちが本当に安心して過ごせる幼稚園・保育園であってほしいということは言うまでもな

いことでありますけれども、三沢市としては、これまで何かこのような気になるような

声、また情報等が寄せられていたことがあったのか。また、全国的なこういう事例を踏ま

えて、さらにそれぞれの施設に声を届ける、また対策を強化していくというようなことは

ありますでしょうか。 

久保田委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず静岡県裾野市、富山県富山市において虐待などがありまして、報道されております

がそのことにつきましては、まずは先週、注意喚起という形で事業所のほうには通知させ

ていただきました。三沢市は安全で安心に保育所運営されていると思っておりますので。

過去に、以前においてですが、内容については今書類とかないので、今年になってからの

ことなのですが、何件か問合せというか保護者からもありますが、その内容は主に虐待で

はなく運営とか職員の接遇というか、対応についてでございまして、それがあればすぐに

保育所の管理施設の方を呼んで状況を確認して、その内容をその問合せがあった方に対し

て回答していく状況です。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 決して、もともと大前提でありますけれども、ですけれども今、お答えいただきました

ように、どんな小さなことでもそれをしっかりと察知して、また対応に取り組むというこ

とが、もちろん言うまでもないことだと思っておりますので、今後もよろしくお願いいた

します。 

 次に５８ページです。 

 ５８ページ、新型コロナウイルス感染症対策費、今回５,１６１万８,０００円の補正で

あります。これまでも大変、担当課としても、このコロナ対策に関しては非常に大変な業

務内容であるというふうには思う、また、ありがたく思っているところでありますけれど

も、何か今までのこのワクチン接種も進んでいっているわけですけれども、現段階で大ま

かでよろしいのですけれども、成人また子供たちの接種も進められているところでありま
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すけれども、現段階ではどのような接種状況であるか、参考にお聞かせいただきたいと思

います。 

久保田委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：ただいまの接種状況についての御質問にお答えします。 

 まず初回接種、一、二回目の接種でございますが、こちら令和３年４月から接種いたし

まして１１月２９日時点でございますが、接種対象者３万４,９１４人に対し３万９９７

人、８８.７％の接種率となっております。続きまして３回目、こちら従来ワクチンの接

種になりますが、令和３年１２月から接種を開始いたしております。対象者３万９９７人

に対しまして２万５,９０６人の接種がありまして、接種率は８３.５％となっておりま

す。続きまして４回目、こちら対象者が６０歳以上の者、基礎疾患を有する者、医療従事

者、高齢者や施設従事者の方に対して接種を行ったものでございますが、令和４年７月か

ら接種を開始いたしております。対象者１万５,３００人に対しまして１万３５６人、６

８％の接種率でございます。 

 続きまして小児接種についてです。小児接種につきましては令和６年３月から接種を開

始いたしておりまして、対象者２,３６３人に対しまして１回目の接種した方１,１２８

人、４８％、２回目終えられた方１,１０４人、４７％、今３回目を実施しております

が、３回目を終えられた方は３７４人、１５％ということになっております。 

 続きまして、令和４年秋接種でございます。オミクロン株のワクチンの接種でございま

すが、令和４年１０月から接種いたしまして、こちら昨日現在の接種率を出してございま

す。６０歳以上の方で２,８５７人、１２歳以上で６,６９２人、合計で９,５６７人、３

０.８％となっております。こちらは対象者３万１,０００人に対して９,５６７人が接種

いたしております。 

 最後になりますが、乳幼児接種でございます。こちら６か月から４歳まででございます

が、対象者は１,３１７人でございます。それで昨日現在で４４人の方が接種いたしてお

りまして、接種率にすると３.３％の接種率となってございます。 

 以上でございます。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 ワクチン接種は任意でございますので、皆さんが積極的にということを思うわけであり

ますけれども、例えば１回目、２回目接種した、そして副反応がちょっと自分自身ではき

つかったので、もうそれ以降は接種は諦めよう、もう止めようかなというような、そうい

う方もいらっしゃるのかなというふうに思うのですけれども、担当課のほうには、例えば

そういう、そのような事例の御相談等はありましたでしょうか。 

久保田委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 接種につきましては、あくまでも本人の希望によって接種されるものでありますことか

ら、委員おっしゃるとおり、副反応が強いため３回目を悩んでいるという声も当番医、

コールセンターに寄せられているということもあります。その際は先生に御相談をして接

種を決められてはいかがですかというふうなことで、あくまでも御本人に説明をして促し
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ているという状況でございます。 

 以上でございます。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

 最後なのですけれども、９１ページです。 

 この光熱費の中でも学校給食センターの運営費、今般９３２万５,０００円の補正、増

額でございます。初めに、こちらの内容についてお知らせいただきたいと思います。 

久保田委員長：学校給食センター所長。 

石井学校給食センター所長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 増額９３２万５,０００円の内訳でございますが、主なるものは原油価格高騰等に伴い

ますガス・電気料の値上げでございます。ガス料金が４４０万円、電気料金が３６０万

円、８００万円というのが大半を占めております。 

 以上でございます。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 光熱費のことは承知なのですけれども、加えてやはり食費のことも一応家庭にも様々な

影響がありますことから、この給食センターにおきまして、食品の調達、高騰に伴って苦

慮されているのではないのかなというような思いになっていますけれども、この食料品の

調達についてはどのように現在対応されているのでしょうか。 

久保田委員長：学校給食センター所長。 

石井学校給食センター所長：お答えいたします。 

 まず、一週間に火曜日にパン、金曜日に麺類という形で提供していましたものを隔週と

いたしまして、地元産まっしぐら、米飯に変えたところによりまして、かなり大幅に減額

になって何とか対応しているところでございます。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：私としましては、この光熱水費、今回この補正増額に加えて、やはり市へ食料

品の調達、増額を求めるべきではないのかなと思い至っておりました。子供たちの様々な

学校での給食の時間はとても楽しみであって、もちろん栄養士、また給食センターも子供

たちのこれまでの給食の献立に非常に心砕いていらっしゃるということも承知をしており

ますけれども、この影響からやむなく献立内容に少し影響があって、寂しい思いをさせる

ということはあってはならないと思いますけれども、これは市全体で考えていかなければ

ならないものだなというふうに思っているのですけれども、いかがでしょうか。 

久保田委員長：学校給食センター所長。 

石井学校給食センター所長：お答えいたします。 

 本来でありますと、２年前ほどから給食費、もともとの給食費を見直ししたり、給食費

が県内でも一番低いという状態もありまして、値上げをさせていただきながら対応したい

というのを考えていましたけれども、今回、コロナ禍ということで見送りして、今現在に

至っております。ただし、現在もいただいております受益者負担であります給食費、保護
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者からいただきます給食費で何とか賄っております。その中で、当然栄養なりいろいろな

カロリーというのは当然クリアしながら何とか賄っているところで、こちら確かにここ数

年毎日気になっているのが現実でありました。そこはただいまお話ししました本来値上げ

していたところが値上げできない状況ということで、財政当局とも調整しながら足りない

分は市のほうで補填していただいて、何とか対応しているところでございます。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：確認ですけれども、給食費の値上げをしてというようなことではありません。

それは通じていますよね。私は市の予算の中で、ここに補塡をしていくべきではないかと

いうことの趣旨なのですけれども、今のお答えもそのような思いで答えていただきました

か。 

久保田委員長：学校給食センター所長。 

石井学校給食センター所長：お答えいたします。 

 今のお話ですが高騰に伴って、物が高くなって困っているということではなくて、もと

もと給食費が安い設定だったので、もっと子供たちに充実した給食を提供するという意味

で、値上げのほうも検討してまいりたいところでございます。今現状、まだできていない

というところをもちまして、財政当局と相談しながら対策を練っていただいて、賄ってい

るというところでございます。私も先ほどお話しした栄養なり量なり品数、これら一切落

とすことなく今現状提供するところでございます。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：もう一度繰り返しますけれども、今の御答弁だと、給食費を値上げをすること

を検討しているという、そういうことですか。私はそのことを今質問しているのではなく

て、給食費は値上げとかそういうのを一切、今そういう質問ではありませんで、この特別

な事情の中で市が全体的にということは、予算を食料品の調達に関しての大きな中での予

算組みの中で、給食センターに食料品の調達のための増額をというのをその趣旨で今お聞

きしているわけですけれども、ちょっとそこが何か私は今のお答えでは届かないのですけ

れども。給食費の値上げということは一切思っていません、仮定でも。 

久保田委員長：学校給食センター所長。 

石井学校給食センター所長：失礼しました。 

 市といたしましては、保護者の方からいただく給食費、この分を見越しまして賄い材料

費として本来増額の予算を組んでいるところですが、年間通して御父兄からいただきます

受益者負担に対して、賄い材料費がオーバーした場合には、市のほうで補正を組んでいた

だいて対応しているというところで、今ある程度様子を見るところでございます。 

久保田委員長：ほかに質疑はございませんか。 

 瀬崎委員。 

瀬崎委員：２点ほど質問させてください。 

 ３５ページ、総務費の政策管理費、１番目の地域公共交通対策費コミュニティバス交通

系ＩＣカード導入費補助金は、既定額より約半額になっているのですけれども、この減額
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した理由について教えてください。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：地域公共交通対策費のＩＣカード導入補助金の減額理由

について御説明いたします。 

 こちらは国のデジタル田園都市国家構造推進交付金、こちらを活用した事業でございま

す。当初２月末に実施計画ということで、これが新たな交付金事業だったものですから、

急ピッチに実施計画を作成しました。その際に、今回、三沢のコミュニティバスは十鉄が

運営しておりますので、十鉄から見積もりを徴取しまして、実施計画を国に提出したとこ

ろでございます。その際にＩＣカードの導入、車載器の数が１８機で計上しておりまし

た。その後、国のほうと……交付決定はそのままなのですけれども、国のほうと交付内容

等含めていろいろと協議・精査させていただきました。 

 その結果、実際にコミュニティバスとして利用しているのが１１台、１１機ということ

になりました。その１１台につきましても、十鉄の実際の運用方法を、運転手の運行ルー

ト等のほうを精査しましたら、やはり十鉄も効率化をいろいろ図っておりまして、１台の

車でコミュニティバスを利用しながら、そのほかにも他路線にも活用していたというとこ

ろが分かりましたので、そこを実際コミュニティバス圏外ということで扱いまして、その

距離数で按分しまして、実際は８.３台分ということになりますので、今回の８台、１８

台から８台に縮小して補助として計上することにいたしましたので、減額ということにな

りました。 

 以上です。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：よく理解しました。 

 それによって利用される方の不便というのはないということでよろしいでしょうか。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：すみません、もう一度お願いいたします。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：減額、要するに精査して、８.３台分になりますけれども、それによって市民

の方、業者の方の不便というのはないということでよろしいですか。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：それはございません。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：了解しました。 

 その下ですけれども、生活交通バスＩＣカード導入費補助金、これ増額になったのです

けれども、その理由について同じようなものはないですか。 

久保田委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：こちらは先ほどのコミュニティバスとは別で、十鉄さん

が運行する生活交通バス、実際には三沢市以外の路線も含まれております。十和田八戸

線、八戸三沢空港線、十和田三沢線、その他系統ということで、十鉄さんが国に申請して

いるＩＣカード事業になります。そのうち三沢が関わるのが八戸三沢空港線と十和田三沢
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線、この２系統になります。そのうち利用者が、例えば八戸三沢空港線であれば八戸と三

沢が利用しております。次の三沢十和田線につきましては、十和田、六戸、三沢が使って

おります。ということで、こちらを乗降者人数配分しまして計算しております。実際には

この十鉄が国に申請した全体事業費は約１億１,９００万円の事業で、そのうち三沢の負

担分はこちらにあります３０９万６,０００円ということで計上しております。 

 以上です。 

久保田委員長：瀬崎委員 

瀬崎委員：よく理解しました。 

 次ですけれども６３ページ、農林水産費の農業振興費、農業次世代人材投資資金交付

金、これが既定額でも約半額の分と同額となっていますけれども、これについて教えてく

ださい。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：農業次世代人材投資資金交付金について御説明申し上げます。 

 この事業は、新規就農者、若者の新規就農が事業となりますが、こちらの事業で新規就

農者が１名増加いたしました。１名増加しますと経営資金というか、一人に５０万円ほど

支給して、その分の補助金……それと農業機械の購入について４分の３を補助する計画

で、そちらの分で約６００万円ということで、増額させていただいております。 

 以上です。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：了解しました。 

 もともとは既定額でいけば８２５万円ということですけれども、もともと２名というと

ころで当初計画して、年度途中で１名増加ということでよろしいでしょうか。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：こちらは継続して、店が数年にわたり支援金が交付されまして、当

初は４組７名、これが経営の仕方とかいろいろ計画もありまして、それが１名増えたこと

によりまして７組８名、１名増えたという内容になっています。継続の分が２名、継続で

満了した者が２名、それから継続して１５０万円もらえる方が３名という形で……。それ

に対して今新たに新規で１５０万円交付する方が１名、それとトラクター購入分が３５８

万５,０００円追加という形になります。 

 以上でございます。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：分かったようで難しいような。ということは、現在は夫婦入れて４名プラス１

名、５名というカウントでよろしいですか。先ほどの説明では３名と夫婦の方が二人い

て、常に一つのカウントということで、ちょっとそれをした夫婦の場合は一組と考えて新

規ということでトータル５組という考えでよろしいですか。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：すみません、説明が不十分でございました。 

 現在は６組７名、それが７組８名になったということです。 

久保田委員長：瀬崎委員。 
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瀬崎委員：了解しました。 

 それで、これは何年ぐらい継続してやられる事業なのですか、施設分。申請してから。

それだけ教えてください。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：こらちは原則、昨年までは５年継続だったのですが、今年度から…

…。３年になった、５年継続だったのが。それで今年度は３年……。５０万円の……。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：これまで５年継続だったこの予算が年数を減らすという何か理由があってそう

いうふうに減らされたのか、それとも、制度上そうなっているのかということはどうなの

でしょうか。 

久保田委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：こちら国の給付事業でございまして、制度上、昨年までと今年度、

令和４年度からの３年間の給付に変わっている内容です。 

久保田委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：了解しました。以上です。 

久保田委員長：ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５４号令和４年度三沢市一般会計補正会計予算（第７号）は、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５５号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

田中市民生活部長：議案第５５号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の概要について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、過年度分の保険給付費の確定に伴う財源調整などが主なものでありま

す。この結果、補正総額は、歳入歳出ともに１,８９１万７,０００円の増額補正で、既定

額との累計では３９億４,８２２万６,０００円となったところであります。 

 予算書２ページの第１表歳入歳出予算補正の歳入から御説明申し上げます。 

 ４款県支出金は、過年度分の特定健康診査等負担分の精算により５６万２,０００円。

国保データベース改修業務委託料として１６万５,０００円。合わせて７２万７,０００円
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を増額するものであります。 

 次に、６款繰入金は２４万６,０００円を増額し、既定額との累計で３億９,４９５万

１,０００円とするものです。内訳といたしましては、過年度分の人件費の出産・育児一

時金等の精算により、他会計繰入金を９９万４,０００円減額し、財源調整のため、基金

繰入金を１２４万円増額するものです。 

 次に、８款諸収入は、過年度分の保険給付費等交付金の精算によるもので、１,７９４

万４,０００円を増額するものであります。 

 続きまして、３ページの歳出について御説明申し上げます。 

 １款総務費は、人件費の調整等により４７万７,０００円を増額するものであります。 

 次に、６款保健事業費は、特定健康診査等事業の人件費の調整により２９７万６,００

０円減額するものであります。 

 次に、９款諸支出金は、過年度分の保険給付等交付金の精算により、償還金及び還付加

算金２,１４１万６,０００円を増額するものであります。 

 以上が、議案第５５号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概

要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、国保事業のことについてですけれども、今、基金も５年ぶりで基金

もあると思うのですけれども、その辺を見込んで思うのですけれども、どれぐらいの基金

が今あるのでしょうか。 

久保田委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：それでは基金の御質問にお答えいたします。 

 １２月補正後になりますが、５億３,６５８万３,２０６円、約５億３,０００万円の基

金の額になっています。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 今、国が、国のほうで均等割が、就学前の均等割の補助があるのですけれども、その辺

の影響とか、それまで均等割に対して補助金がなかったのですけれども、今の受益者とい

いますか被保険者の方々の負担が減っているので、その人たちが払う部分ですから、運営

上は変わらないのでいいのですけれども、その辺の効果というのはどういうふうに受け止

めたらよろしいでしょうか。 

久保田委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

均等割額が今年度の国保税から未就学については２分の１減額という国の制度になった

わけですけれども、減収については公費負担ということで賄われておりますので、影響は

ないというような状況でございます。 

久保田委員長：奥本委員。 
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奥本委員：過去においては、国保事業ってずっと値上がりが続いたりというふうなことも

あって、一般会計から繰入金というのも過去にはあったのですけれども、もう最近は基金

も投資というふうになって、財政運営上はいいのかもしれないのですが、それだけ保険料

が引き上げられたというふうにも感じる部分ではあるのですね。それで今回、国が均等割

２分の１、就学前。今、子育て支援、子育てする人たちを支援しようというふうな、そう

いうふうになっているのですけれども、そこで、以前も取り上げましたけれども、１８歳

までの均等割、これ小さい子供さん、赤ちゃん産まれたときから均等割で一人分として取

られるわけですけれども、これはちょっと事例なのですけれども、この会社員の専業主婦

で会社員の人のパターン、旦那さんがいて専業主婦、小学生以上の子供が二人、給与収入

が６００万円の家庭における保険料の負担、国保であれば５１万２,９００円というふう

になっていまして、協会けんぽ、たくさんいます、勤めの方たちの場合は２３万８,０６

８円。 

 国保のほうが倍くらい値段が大きく、同じような収入でこれだけ負担が違うということ

で、やはり今子育て支援、子育て世代を応援しようというふうな機運が高まっている中

で、国もようやく２分の１までは就学前、負担することになりましたけれども。１８歳ま

で自治体では、やっている自治体も、１８歳まで均等割、子供含めないというふうにやっ

ている自治体もあります。こういう中で基金も多くあるということで、これ財源的にもで

きるのではないかなというふうに思うのです。補正でも出してよかったのではないかなと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

久保田委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 財源的に基金の額からすると、確かに現時点では多少余裕がある状況でございますが、

平成３０年からは国民健康保険、県主体での運営となっておりますので、令和７年のとき

には各県内市町村も県の保険税の統一化に向けて、徐々にそれぞれ課税方式統一に向けて

動いているところでございますので、あまり各市町村ごとに今特別な施策といいますか、

独自の施策という状況ではないということですので、なかなか難しい問題だと考えていま

す。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：財源的にはどのぐらい均等割、２２２くらい越したのかな、こういうふうな対

象の今、世帯があると思うのですけれども、この辺は今すぐには試算できないとは思いま

すけれども、どうですか。 

久保田委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 今年度、実際にもう賦課しておりますので、未就学児の人数は２２４名でございまし

て、軽減措置になった金額にいたしまして１６０万円ほどでございました。１８歳以下ま

で減額とした場合の人数が４月の試算では７３５名になり、軽減額は１,５００万円程

度、２分の１減額となると７５０万円ほどとなる見込みです。 

 以上です。 
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久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：これはできない数字ではないような感じがするのです。確かに令和７年度か

ら、国保の資産割がなくなるということですね、資産いっぱい持っている方が負担が少な

くなるのではないかというふうなこともあるのですけれども、それも含めて基金を持って

いたいと、この対策として基金を持っていたいというようなことも分かるのですけれど

も、やはり今この御時世で子育て世代の方々が大変子育てにお金がかかっているような状

況で、この負担を軽減させるということは大変重要な施策だと思うのです、いろいろな面

で、いろいろなところから。なので、その辺は金額を先ほど聞いた１,５００万円ほどと

いうふうなこともありましたので、できない金額ではないなというふうに感じておりま

す。 

 例えば、令和７年度までまだあれば別に、今、令和５年ですからあと３年ですけれど

も、それでもできるのではないですか、これは関連で。今こういう御時世ですから、物価

高騰とか様々、つらい方々が本当に大変だという声をたくさん聞くわけで、そういう中

で、今、令和７年度まででもそういうふうな対策ができるのではないかなというふうに思

うのです。今回の補正で載ってなかったのですけれども、そういうふうなことも含めて考

えていただくということは可能でしょうか。 

久保田委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 先ほど申しましたように、県統一化によって税額を県のほうの指導を受けながら今考え

ている状況ですので、なかなか難しい問題だと思います。 

 以上です。 

久保田委員長：奥本委員。 

奥本委員：非常に難しいなと思います。ぜひ支援策で子育て世代、しっかりと支えるとい

うようなことを三沢市としても示すべきだというふうに思いますので、御検討いただきた

いと思います。 

久保田委員長：ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５５号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５６号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 
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 当局の説明を願います。 

 経済部長。 

吉村経済部長：議案第５６号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計補正予算（第１

号）について、その概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度余剰金の繰越金及び電気料金、燃料費等の高騰に伴う指定管理料

の増額、地方自治法第２１４条の規定による債務負担行為の限度額を増額するものであり

ます。この結果、歳入歳出ともに１億６,６０２万６,０００円の増額補正となり、既定額

との累計では１２億４,２１１万４,０００円とするものであります。 

 初めに、歳入予算の主なものについて御説明申し上げます。 

 ２ページを御参照いただきたいと思います。 

 ５款の繰越金では、前年度繰越金の確定に伴い１億２,５１０万１,０００円を増額する

ものであります。 

 次に、歳出の予算の主なものについて御説明申し上げます。 

 ３ページを御参照いただきたいと思います。 

 １款１項と畜場事業費では、電気料金及び燃料費などの増額により、指定管理料１億

１,２８９万１,０００円。積立金を６,２５５万１,０００円増額するものでございます。 

 次に、債務負担行為について御説明申し上げます。 

 ４ページを御参照いただきたいと思います。地方自治法第２１４条の規定により、３億

８,９９４万６,０００円を増額するものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計補正予算（第１号）の概要でござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５６号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５７号令和４年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。 

 当局の説明を願います。 

 健康福祉部長。 

篠田健康福祉部長：議案第５７号令和４年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１号）
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につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 三沢市介護保険特別会計補正予算書の２ページと３ページを御参照願います。 

 今回の補正予算は、特に人件費等を調整をした一般会計繰入金及び介護給付費並びに地

域支援事業費の確定に伴う精算が主な内容となっております。 

 これにより、歳入歳出それぞれ２,０３２万円を増額し、予算総額は現計予算額との累

計で３８億１,９５０万１,０００円とするものであります。 

 初めに、歳入について御説明いたします。 

 １款保険料の１２万４,０００円の増額。 

 ３款国庫支出金の２７万１,０００円の増額。 

 ４款支払基金交付金の１２万円の減額。 

 ５款県支出金の１３万４,０００円の増額は、財源調整によるものです。 

 ７款繰入金の１,９９１万円の増額は、介護保険給付費支払準備基金繰入金の増が主な

るものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款の総務費は、主に職員人件費、補助金、事業経費の調整によるもので、２３２万

２,０００円を減額するものであります。 

 ４款の地域支援事業費は、主に職員人件費の調整によるもので、５４万３,０００円を

増額するものであります。 

 ７款の諸支出金は、国による県の介護給付費負担金、地域支援金の交付金を前年度の事

業実績による精算され２,２０９万８,０００円を増額するものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要になります。 

 よろしくお願いします。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５７号令和４年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５８号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

田中市民生活部長：議案第５８号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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１号）の概要について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、人件費とその財源の調整分であります。この結果、補正総額は歳入歳出

ともに４５０万８,０００円の増額補正で、既定額との累計では４億７,１２６万３,００

０円となったところであります。 

 予算書２ページの第１表歳入歳出予算補正に基づき、歳入から御説明申し上げます。 

 ３款繰入金は、職員給与等繰入金及び事務費繰入金を４５０万８,０００円増額するも

のであります。 

 次に、３ページの歳出について御説明申し上げます。 

 １款総務費は、人件費の調整により４５０万８,０００円増額するものであります。 

 以上が、議案第５８号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長： それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５８号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５９号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

織笠上下水道部長：議案第５９号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）の概

要について御説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条は業務の予定量についての補正でございます。 

 （４）主要な建設改良事業費のうち配水施設改良費につきまして、職員人件費の補正に

より２２８万６,０００円を減額するものです。 

 次に、第３条収益的収入及び支出の補正でございます。 

 収入につきましては、営業外収益において庁舎維持管理負担金の額の確定により、水道

事業分下水道事業負担金８万８,０００円を減額するものです。これにより、収入の累計

額は９億４０７万２,０００円となったところです。 

 次に、支出につきましては、営業費用によって職員人件費の補正と配水施設及び水道庁
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舎の電気料金の補正により２,５７１万１,０００円を増額するものです。これにより、支

出の累計額は８億３,８１７万３,０００円となったところです。 

 次に、第４条は、資本的収入及び支出の補正でございます。 

 支出につきましては、建設改良費のうち、配水施設改良費の職員人件費の補正により２

２８万６,０００円を減額しております。これにより、支出の累計額は５億７,２１９万

４,０００円となったところです。 

 なお、収入から支出を差し引いた不足額３億５,３１９万４,０００円につきましては、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,６８８万９,０００円、過年度分損益

勘定留保資金２億２,０４８万９,０００円及び減債積立金１億５８１万６,０００円で補

塡するものとしております。 

 続きまして、２ページを参照願います。 

 第５条企業債でございます。財政融資資金等公的資金の利率の引上げに伴い、起債の利

率を２.５％以内に改めるものでございます。 

 次に、第６条議会の議決を経なければ流用することができない経費でございます。今回

の補正は、職員給与費が２４２万６,０００円の減額となることから、累計額を９,３２１

万３,０００円に改めるものです。 

 以上が、令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５９号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５９号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６０号令和４年度三沢市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

織笠上下水道部長：議案第６０号令和４年度三沢市下水道事業会計補正予算（第１号）の

概要について説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページを参照願います。 

 初めに、第２条は業務の予定量についての補正であります。 

 主要な建設改良事業のうち、管渠整備事業費において、職員の人件費及び事業費の決定
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による委託料及び工事請負等の調整により１,３０８万４,０００円の増額。処理場更新事

業費において、事業費の決定による委託料及び工事請負費の調整により２,４９６万円の

減額となり、予定量となったところであります。 

 次に、第３条は、収益的収入及び支出の予定額の補正であります。 

 収入につきましては、営業収益において下水道使用量などの調整により３０６万３,０

００円の増額、営業外収益において他会計補助金や長期前受金の戻入れなどの調整により

２,３４８万５,０００円の減額となり、事業収益の既決予定額との累計では１４億７,０

９９万８,０００円となったところであります。 

 支出につきましては、営業費用によって光熱水費及び減価償却費、職員の人件費などの

調整により５０４万２,０００円の増額。営業外費用において、消費税及び地方消費税及

び企業債不足及び一時借入金利子の調整により３５万１,０００円の減額。特別損失にお

いて、過年度農業集落排水処理施設使用料更正により９万５,０００円の増額となり、事

業費用の既決予定額との累計では１３億５,２６４万６,０００円となったところでありま

す。 

 次に、第４条は、資本的収入及び支出の予定額の補正であります。 

 収入につきましては、企業債において、事業費の決定により２９０万円の減額。出資金

において農業集落排水事業の調整により８０１万７,０００円の増額。補助金においての

事業費の決定により８万３,０００円の増額。負担金において、受益者負担金の調整によ

り３７２万１,０００円の減額となり、資本的収入の既決予定額との累計では１０億３,５

８２万６,０００円となったところであります。 

 続きまして、２ページを御参照願います。 

 支出につきましては、建設改良費において管渠整備事業費及び処理場更新事業費の事業

費の決定などの調整により１,１８７万６,０００円の減額となり、資本的支出の既決予定

額との累計では１５億３,０２９万３,０００円となったところであります。 

 恐れ入りますが、１ページへお戻りください。 

 それに伴い、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億９,４４６万７,０００

円が当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,２１３万円、過年度分損益勘定

留保資金１,３７９万９,０００円、当年度分損益勘定留保資金３億３,８５１万５,０００

円、減債積立金８,５６３万円及び当年度利益剰余金処分額１,４３９万３,０００円で補

塡するものであります。 

 改めまして、２ページを御参照願います。 

 次に、第５条は企業債でありますが、事業費の確定により限度額を６億２,６９０万円

とし、財政融資資金等公的資金の利率の引上げに伴い、起債の利率を２.５％以内に改め

るものでございます。 

 次に、第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、

職員給与費が１９６万５,０００円の増額となり、既決予定額との累計で７,８８８万７,

０００円とするものであります。 

 次に、第７条は、他会計からの補助金でありますが１,４８８万９,０００円の減額とな

り、６億３,３３１万６,０００円とするものであります。 
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 次に、第８条は、利益剰余金の処分でありますが、７７３万３,０００円の減額とな

り、既決予定額との累計で１,４３９万３,０００円とするものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市下水道事業会計補正予算（第１号）の概要であります。 

 よろしくお願いいたします。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６０号令和４年度三沢市下水道事業会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６１号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

 当局の説明を願います。 

 三沢病院事務局長。 

田辺三沢病院事務局長：議案第６１号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第

１号）の概要について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症に対応するため、病棟を一部閉鎖しているこ

とによる入院収益の減額と電気料金等の高騰による経費の増額のほか、病床確保事業や医

療機器整備に係る補助金の増額が主なものとなります。 

 それでは、予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条の業務の予定量について御説明申し上げます。 

 収益的事業につきましては、入院患者の延長により年間の入院患者数を６万１,３２０

人から５万４,７５０人に改め、１日業務量の１６８人を１５０人に改めるものでござい

ます。 

 建設改良事業につきましては、営業設備を１,００６万６,０００円増の２億１,５４５

万５,０００円に。リース資産を１０４万４,０００円増の４,３１８万５,０００円に改め

るほか、Ｘ線透視撮影装置整備を７８１万円の減の５,８１９万円に。放射線画像管理シ

ステム整備を３３０万円減の９,０２０万円にそれぞれ改めるものでございます。 

 また、新たに生化学・免疫自動分析装置整備を５,９９５万円、３Ｄ／４Ｄ超音波診断

装置整備を２,６９５万円、発熱外来建屋整備を３,１８４万５,０００円増額するもので

ございます。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出について御説明申し上げます。 

 まず、収入でございますが、病院事業収益を１億６,５３６万６,０００円増の６１億
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５,８８０万７,０００円に改めております。内訳といたしましては、医業収益を民間施設

の減少によりまして２億８,７９１万１,０００円を減額しております。医業外収益では他

会計負担金１,３７１万５,０００円の増額のほか、新型コロナウイルス感染症入院患者病

床確保事業費補助金として４億３,３７３万９,０００円を増額するなど、総額で４億５,

３２７万７,０００円を増額しております。 

 次に支出でございますが、病院事業費用を６,６７３万７,０００円増の６４億４,６８

３万２,０００円に改めるものでございます。内訳では、医業費用では給与費を１,５０７

万６,０００円減額しておりますが、電気料金の高騰などにより経費を８,５２６万７,０

００円増額しており、合計では７,０４７万２,０００円を増額しているところでございま

す。医業外費用では、長期前払消費税勘定償却３８０万５,０００円の減額など３７３万

５,０００円を減額しております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額を１億９,８４２万２,０００円から２億７１

万７,０００円に改め、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１３万１,００

０円及び過年度分損益勘定留保資金１億９,８５８万６,０００円で補塡するものと改めて

おります。 

 ２ページを御参照願います。 

 資本的収入及び支出の内訳でございます。 

 まず、資本的収入につきましては、１億１,６４５万円増の６億３,５０７万３,０００

円に改めるものでございます。内訳といたしましては、出資金を３４５万円、補助金を国

庫補助金、県補助金を合わせまして１億１,３００万円を増額するものでございます。 

 資本的支出につきましては、建設改良費で営業設備費を１,００６万６,０００円増額す

るほか、生化学・免疫自動分析装置整備事業費を５,９９５万円、３Ｄ／４Ｄ超音波診断

装置整備事業費に２,６９５万円を増額するなど、総額では１億１,８７４万５,０００円

増額の８億３,５７９万円に改めるものでございます。 

 次に、第５条は、各項の経費を流用出来るように定めるものでございます。 

 第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、給与費を２８

億２,９６３万６,０００円に改めるものでございます。 

 第７条は、一般会計からの繰入金を１,５７９万４,０００円増の７億９,７６９万円に

改めるものでございます。 

 以上が、令和４年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）の概要でございま

す。 

 よろしくお願い申し上げます。 

久保田委員長：それでは、質疑を行います。 

 春日委員。 

春日委員：こちらの１ページですけれども、建設改良事業の中で発熱外来建屋整備、今般

補正は３,１８４万５,０００円となっておりますけれども、その内容についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

久保田委員長：三沢病院事務局管理課長。 
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山本三沢病院事務局管理課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 前回病院敷地内で完成したプレハブ、ドアが１枚ついて窓が１枚あるような、簡易式の

ようなものが経年劣化で雨漏りがひどくなってきておりましたので、同じ場所に５０坪の

プレハブ、同じプレハブなのですけれども、一体型の大きなプレハブを設置いたしまし

た。中に治療室を二つ、処置室を一つといった形で設置しております。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 雨漏りだったのですね。分かりました。今またコロナ感染が増えておりますけれども、

これまでも途中経過、発熱外来の利用状況等もお聞きしてまいりましたけれども、前回こ

の市立三沢病院での発熱外来でのＰＣＲ検査、この利用状況はどのようになっていますで

しょうか。 

久保田委員長：三沢病院事務局医事課長。 

織笠三沢病院事務局医事課長：ただいまの発熱外来の利用状況についてお答えいたしま

す。 

 今、手元に４月からの発熱外来の件数の一覧表がございます。一日ずつの人数はそれぞ

れ違いますので、４月から順番に見て発熱外来を開いているときの平均人数をお答えした

いと思います。４月は一日平均で１５.８人、５月は１４.２人、６月は１３.１人、７月

は２５.４人、８月は３３人、９月は１７.９人、１０月は１３.６人、１１月は２３.３

人、今月は１２日までの平均で２０.９人となっております。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 最高人数は、検査を受けられる体制は何名まで可能か確認させてください。 

久保田委員長：三沢病院事務局医事課長。 

織笠三沢病院事務局医事課長：１日に受けられる最高人数は４０人としています。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 昨今、子供にも幼児にも感染が広がっていることから、ちょっと子育て世代の方から直

接お聞きしてきたのですけれども、その電話がつながらず検査に行けない、そういう状況

から、その発熱の原因がコロナなのか風邪なのかということが分からない、はっきりしな

い間は、例えば幼稚園・保育園は当然お休みをする。そこに伴って保護者もお仕事に行け

ないという、そういう状況があるということをお聞きいたしましたけれども、今この御説

明ですと、最高４０人までは検査できるということですけれども、何かちょっとまだいっ

ぱいではないですよね。今の御報告によりますと。併せてあいざわクリニックでも市の委

託という言い方でよろしいのでしょうか、発熱外来を受けていただいているというふうな

ことで、そういう認識でよろしいでしょうか。 

久保田委員長：健康推進課長。 
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種市健康推進課長：お答えいたします。 

 あいざわクリニックにつきましては、市から委託いたしているところではなくて、県の

ほうに発熱外来を実施するという届出をして、県のほうのホームページ等に発熱外来病院

として掲載されているものと認識しております。 

 以上でございます。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます、承知いたしました。 

 そうしますと、今、三沢病院のほうについて改めてお聞きしたいのですけれども、市の

お電話、発熱外来に向けてのお電話がいきますね。すると電話に出た方が病状をお聞きし

て、待機、もう少し様子を見てください、また、いらしてください、予約を取っていくと

いうふうなことになると思うのですけれども、ここの意外にお電話が通じない、また検査

に行きたいのだけれども、なかなかスムーズに予約も取れずに行けない、待機をしている

という状況であるということは認識していらっしゃいますでしょうか。 

久保田委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：ただいまの件についてお答えいたします。 

 現在、三沢病院の回線のほう８回線ございまして、午前中の時間帯、特に９時前のとき

ですとか、その８回線で病院全ての予約ですとか問合せ等に対応しております。その中で

外来で問合せがあったり、あと入院に関して問合せなども各部署で回線のほう割り振りし

て、ほかのほうに振るのですけれども、非常に電話がつながりにくいということで、御意

見のほうはいただいております。その中で、今までは交換機のほうに出られなかったこと

もあったのですけれども、自動音声で混み合っているときに出られないときは、しばらく

待ってからおかけいただくような自動音声のほうを一つ整備いたしました。もっと回線を

増やせばということで、病院のほうでもちょっといろいろ検討したのですけれども、回線

を増やしたとして、では問合せをする看護師、医師がでは対応できるかということも議論

になりまして、当面医局のほうからこれ以上ちょっと問合せ等に対応するためにそうする

ことは少し難しいということで、回線はそのままにしております。 

 以上です。 

久保田委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 直通での回線を設置するということは今までされたことはなかったでしょうか。発熱外

来に直に通じるという意味で。 

久保田委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：ただいまの件についてお答えいたします。 

 発熱外来につきましても、問合せがあってから鍵を開けたりして準備をしているような

状況でございまして、常時そこに人がいるような状況ではございません。あと直通ですと

今病院のほう交換機を通して電話のやり取りを、いろいろなところに転送できるようにし

ているのですけれども、直通にした場合、その電話が病院内のほうに転送できないという

ことがありまして、それについてはちょっと現実的に難しいかなと考えています。 

久保田委員長：春日委員。 
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春日委員：ありがとうございました。 

 ぜひ今後の検討課題として、電話がつながらなくて困っている、こういう状況をお聞き

していますので、様々な状況はあるということも今承知いたしましたけれども、今後、ぜ

ひ何かさらに充実する、連絡の取りやすい体制が何かないかというふうな思いをしました

ので、今後また検討いただければありがたいと思っています。 

 以上です。 

久保田委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

久保田委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６１号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）は、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

午後０時０７分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   久保田 隆 二   

 

 

 


